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第
四
十
三
条
第
二
号
中
「
又
は
前
二
条
」
を
「
、
第

四
十
一
条
又
は
第
四
十
二
条
」
に
改
め
る
。

第
四
十
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
、
第
四
十
二
条
」

を
「
か
ら
第
四
十
二
条
の
二
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
七
十
八
条
第
三
項
中
「
抄
本
」
の
下
に
「
若
し
く

は
そ
の
附
属
書
類
の
写
し
」
を
加
え
、
同
条
中
第
六
項

を
第
七
項
と
し
、第
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

著
作
権
登
録
原
簿
及
び
そ
の
附
属
書
類
に
つ
い
て

は
、
情
報
公
開
法
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
八
十
六
条
第
一
項
中
「
、
第
四
十
二
条
」
を
「
か

ら
第
四
十
二
条
の
二
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
又
は
第
四
十
二
条
」
を
「
、
第
四
十
二
条
又
は
第
四

十
二
条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
八
十
八
条
第
二
項
中
「
及
び
第
三
項
」
を
「
、
第

三
項
及
び
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
百
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
第
一
号
中
「
、
第
四

十
二
条
」
を
「
か
ら
第
四
十
二
条
の
二
ま
で
」
に
改
め

る
。第

百
四
条
中
「
及
び
第
三
項
」
を
「
、
第
三
項
及
び

第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
五
章

農
林
水
産
省
関
係

（
漁
業
法
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十

七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
三
項
」に
、

「
の
外
」
を
「
の
ほ
か
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四

項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

免
許
漁
業
原
簿
に
つ
い
て
は
、
行
政
機
関
の
保
有

す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法

律
第
四
十
二
号
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
種
苗
法
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

種
苗
法
（
平
成
十
年
法
律
第
八
十
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

品
種
登
録
簿
又
は
第
五
条
第
一
項
の
願
書
若
し
く

は
こ
れ
に
添
付
し
た
写
真
そ
の
他
の
資
料
に
つ
い
て

は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。

第
四
十
七
条
第
一
項
中
「
前
条
」
を「
前
条
第
一
項
」

に
改
め
る
。

第
六
章

通
商
産
業
省
関
係

（
鉱
業
法
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

鉱
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
八
十

九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

鉱
業
原
簿
に
つ
い
て
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る

情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第

四
十
二
号
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
特
許
法
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
八
十
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

特
許
に
関
す
る
書
類
及
び
特
許
原
簿
の
う
ち
磁
気

テ
ー
プ
を
も
つ
て
調
製
し
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
行

政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
の
規
定
は
、
適

用
し
な
い
。

（
意
匠
法
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

意
匠
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

意
匠
登
録
に
関
す
る
書
類
及
び
意
匠
原
簿
の
う
ち

磁
気
テ
ー
プ
を
も
つ
て
調
製
し
た
部
分
に
つ
い
て

は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。

（
商
標
法
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

商
標
登
録
又
は
防
護
標
章
登
録
に
関
す
る
書
類
及

び
商
標
原
簿
の
う
ち
磁
気
テ
ー
プ
を
も
つ
て
調
製
し

た
部
分
に
つ
い
て
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報

の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十

二
号
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
両
国
に
隣
接
す
る
大

陸
棚だ

な

の
南
部
の
共
同
開
発
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴

う
石
油
及
び
可
燃
性
天
然
ガ
ス
資
源
の
開
発
に
関
す
る

特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
両
国
に
隣
接

す
る
大
陸
棚だ

な

の
南
部
の
共
同
開
発
に
関
す
る
協
定
の
実

施
に
伴
う
石
油
及
び
可
燃
性
天
然
ガ
ス
資
源
の
開
発
に

関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
八
十
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
二
条
中
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
の

次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

特
定
鉱
業
原
簿
に
つ
い
て
は
、
行
政
機
関
の
保
有

す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法

律
第
四
十
二
号
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
半
導
体
集
積
回
路
の
回
路
配
置
に
関
す
る
法
律
の
一

部
改
正
）

第
十
九
条

半
導
体
集
積
回
路
の
回
路
配
置
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

回
路
配
置
原
簿
又
は
第
三
条
第
二
項
の
申
請
書
若

し
く
は
こ
れ
に
添
付
し
た
図
面
そ
の
他
の
資
料
に
つ

い
て
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
の
規

定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法

律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関

す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る

情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第

四
十
二
号
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
七
章

運
輸
省
関
係

（
鉄
道
抵
当
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条

鉄
道
抵
当
法
（
明
治
三
十
八
年
法
律
第
五

十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
納
付
シ
テ
鉄

道
抵
当
原
簿
」
の
下
に
「
及
鉄
道
財
団
目
録
」
を
加
え

る
。第

三
十
八
条
ノ
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
ノ
規
定
ハ
鉄
道

抵
当
原
簿
及
鉄
道
財
団
目
録
ニ
付
テ
ハ
之
ヲ
適
用
セ

ズ
（
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

第
百
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
六
条
の
三
の
見
出
し
を「（
他
の
法
律
の
適
用

除
外
）」に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

自
動
車
登
録
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
は
、
行
政
機
関

の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
の
規
定
は
、適
用
し
な
い
。

（
航
空
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三

十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
の
二
中
「
利
害
関
係
が
あ
る
部
分
に
限
り
」

を
削
る
。

第
八
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法

律
の
適
用
除
外
）

第
八
条
の
五

航
空
機
登
録
原
簿
に
つ
い
て
は
、
行
政

機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
の
規
定
は
、
適
用
し

な
い
。

第
八
章

建
設
省
関
係

（
特
定
多
目
的
ダ
ム
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
四
条

特
定
多
目
的
ダ
ム
法
（
昭
和
三
十
二
年
法

律
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
六
条
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を
「
前
各
項
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の

次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

ダ
ム
使
用
権
登
録
簿
に
つ
い
て
は
、
行
政
機
関
の

保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一

年
法
律
第
四
十
二
号
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の

公
開
に
関
す
る
法
律（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
。

以
下
「
情
報
公
開
法
」
と
い
う
。）の
施
行
の
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
一
条
中
第
一
章
第
四
節
の
次
に
一
節
を
加
え
る

改
正
規
定
（
第
十
九
条
の
三
第
一
項
中
両
議
院
の
同

意
を
得
る
こ
と
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。）
こ
の
法

律
の
公
布
の
日

二

第
十
条
及
び
附
則
第
三
条
の
規
定

債
権
譲
渡
の

対
抗
要
件
に
関
す
る
民
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
年
法
律
第
百
四
号
）
又
は
こ
の
法
律
の
施

行
の
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日

三

第
十
三
条
の
規
定

種
苗
法
（
平
成
十
年
法
律
第

八
十
三
号
）
又
は
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
う
ち
い

ず
れ
か
遅
い
日

（
著
作
権
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
著
作
権
法

第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に

著
作
者
が
情
報
公
開
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行

政
機
関
又
は
地
方
公
共
団
体
に
提
供
し
た
著
作
物
で
ま

だ
公
表
さ
れ
て
い
な
い
も
の
（
そ
の
著
作
者
の
同
意
を

得
な
い
で
公
表
さ
れ
た
著
作
物
を
含
む
。）に
つ
い
て

は
、
適
用
し
な
い
。

（
印
紙
を
も
つ
て
す
る
歳
入
金
納
付
に
関
す
る
法
律
の

一
部
改
正
）

第
三
条

印
紙
を
も
つ
て
す
る
歳
入
金
納
付
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
八
号
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を

「
第
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。
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